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〔議第４６号〕 

  美濃加茂市常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例について 

【議案書：１頁】 

◎ 条例の趣旨 

美濃加茂市常勤の特別職職員である市長、副市長の給料月額は、美濃加茂

市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和４１年美濃加茂市条例第２１

号。以下「特別職給与条例」という。）第３条で規定されているが、一定の

期間についてこの条例とは異なる給料月額を規定するため特例の条例を新規

に制定するものです。 

◎ 条例の概要 

市長の給与について、令和５年１０月１日から令和６年３月３１日までの

６箇月の間、特別職給与条例に規定する給料月額から当該金額の１００分の

１０に相当する額を減じて得た額とします。 

副市長の給与について、令和５年１０月１日から令和５年１２月３１日ま

での３箇月の間、特別職給与条例に規定する給料月額から当該金額の１００

分の１０に相当する額を減じて得た額とします。 

市長、副市長ともに当該減額の期間に係る期末手当の額の算定の基礎とな

る給料月額は、特別職給与条例第３条に定める額とします。 

◎ 施行期日等（附則） 

〇 施行期日（第１項） 

   この条例は、令和５年１０月１日から施行します。 

〇 条例の失効（第２項） 

   この条例は、令和６年３月３１日限り、その効力を失います。 
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〔議第４７号〕 

  美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例及び美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について 

【議案書：２頁】

◎ 改正の概要 

〇 法改正情報 

公布された法令 〇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和

５年法律第５８号）

〇こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施

行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に

伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣

府令（令和５年内閣府令第３３号）

〇こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関

係省令の整備等に関する省令（令和５年厚生労働省

令第４８号）

条例改正に影響

する施行日 

法律 令和５年９月１６日 

府令及び省令 令和５年４月１日 

改正された法令 〇就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。

以下「認定こども園法」という。）

〇特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

（平成２６年内閣府令第３９号。以下「基準府令」

という。）

〇家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平

成２６年厚生労働省令第６１号。以下「基準省令」

という。） 

条例改正に影響

する条 

認定こども園法 第３条

基準府令 第１５条、第３７条及び第４４条

基準省令 第２５条 

〇 条例改正趣旨

   認定こども園法並びにこども家庭庁設置に伴う基準府令及び基準省令

の一部改正が行われたことに伴い、必要な改正を行うものです。
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◎ 改正の主な内容 

〇 認定こども園法の改正による項ずれを反映するもの（美濃加茂市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例第１６条） 

認定こども園法第３条第１１項が同条第１０項へ繰り上がることか

ら、所要の改正を行うものです。 

○ 厚生労働省から内閣府への事務移管を反映するもの（美濃加茂市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例第１６条、第３８条及び第４５条、美濃加茂市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例第２６条） 

事務移管に伴い「厚生労働大臣」から「内閣総理大臣」へ所要の改正を

行うものです。

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、公布の日から施行します。
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